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総合周産期母子医療センター設置と周産期医療体制の充実を求める意

見書 

 

近年、診療体制の整備された分娩環境や極小低体重児に対する最善の対応など、

充実した周産期医療に対する需要が増加しています。地域において妊娠、出産か

ら新生児に至る高度専門的な医療を効果的に提供する総合的な周産期医療体制の

整備が緊急の課題となっており、安心して子どもを生み育てることができる環境

づくりを推進されるよう求めるものです。 

奈良県においては、近年急速に少子化傾向が進み、直近の合計特殊出生率も１．１２

となって、東京都に次ぐ全国ワースト２となっています。少子高齢化社会の到来

が社会問題化して、少子化対策が叫ばれる中で、様々な取組が提起されています

が、分娩を取り扱う医療機関について見ると、県下３９市町村のうち２６の市町

村で分娩を取り扱う医療機関がないという状況になっています。 

こうした状況の中で、本年８月、町立大淀病院で分娩中の妊婦が意識不明の重

体に陥ったため、他の医療機関への受入れを依頼したものの、１９もの病院から

断られていたことが判明しました。この妊婦は６時間後にようやく収容された大

阪の国立循環器病センターで男児を出産したものの、その後、死亡されるという

痛ましい結果を招いています。 

奈良県は、再来年１月までに県立医科大学病院にＭＦＩＣＵ（母子・胎児集中

治療管理室）６床及び後方病床１２床とＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）４３

床及び後方７９床が必要とされていますが、その整備について明らかではありま

せん。 

地域周産期母子医療センターの整備については、県立奈良病院に設置する方向

は示されているものの具体化はされておらず、また、母胎搬送に欠かせないドク

ターカーの導入についても検討課題されているにとどまっています。 

 



 

通常の妊娠・出産を受け入れる医療機関の減少が社会不安をもたらす一方で、

晩婚化傾向や高齢出産などのリスクの高い妊娠・出産が増えていることを考えれ

ば、周産期医療体制の充実は急務中の急務となっています。 

よって、下記の事項について早急に実現されることを求めます。 

記 

一日も早く県立医科大学病院に総合周産期母子医療センターを設置するととも

に、県立奈良病院と県南部地域に地域周産期母子医療センターを設置し、周産期

医療体制の充実に努められるよう求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成１８年１２月  日 

生 駒 市 議 会   

 


